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大法院（主審大法官 朴商玉）は 2018年 11月 29日、日帝強制動員被害者らが企業（三

菱重工業株式会社）に対して提起した損害賠償請求訴訟において、被告（三菱重工業）の

上告を棄却し、被告が被徴用被害者らに一人当たり 8000万ウォンの慰謝料を支払わねばな

らないという原審判決をそのまま確定させた（大法院 2018年 11月 29日宣告 2013다 67587

判決）。 

本件は 2000年 5月 1日に提起された訴訟であり、原告らは 1944年 8月から 10月の間に

国民徴用令により強制動員された被害者である。第一、二審では原告らが敗訴したが、大

法院 2012年 5月 24日宣告 2009다 22549（差戻判決）は「請求権協定にもかかわらず、原

告らのような強制動員被害者らが被告に対して損害賠償請求権を行使することができる」

という趣旨の判断をした。 

本件の重要争点は大法院 2018 年 10 月 30 日宣告 2013 다 61381 全員合議体判決（被告が

「新日鉄住金」である事件）と同一である。本件でも大法院は上記全員合議体判決と同様

に、原告らの損害賠償請求権は「日本政府の韓半島に対する不法な植民支配及び侵略戦争

の遂行と直結した日本企業の反人道的不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に

対する慰謝料請求権」であって請求権協定の適用対象に含まれないとした。 
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